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１ 本計画の目的と構成

(1) 本計画の目的

本計画は、防衛省業務継続計画（平成２１年５月防衛省）を前提

とし、首都直下地震が発生した場合における業務継続の観点から、

地震の発生によって生じる災害応急対策業務等の緊急的な対策業務

(以下「応急対策業務」という。）と、防衛研究所の通常業務であっ

て業務継続の優先度が高い業務(以下｢一般継続重要業務」とい

う。）との両者を合わせた業務（以下｢非常時優先業務」という。）

の継続性を確保するために必要な取組みを定めることを目的として

策定するものである。

(2) 本計画の構成

本計画は、第１項の本計画の目的と構成、第２項の被害想定と業

務継続のための執務環境の確保、第３項の防衛研究所の非常時優先

業務、第４項の業務継続のための執行体制及び第５項の教育・訓練

及び業務継続計画の見直しの５項から構成され、これらを定めるこ

とにより非常時の業務継続力向上を図る。

２ 被害想定と業務継続のための執務環境の確保

(1) 被害想定

被害想定は、東京湾北部を震源とするＭ７．３の地震が冬の１８

時に風速８m/sで発生した場合（被害が最も大きいケース）とし、

詳細の前提条件を次のように設定する（東京都防災会議「首都直下

地震等による東京の被害想定報告書」（平成２４年４月１８日）の

被害想定）。

○ 死者約９，７００人。負傷者約１４万７千人（うち重傷者２万

２千人）

○ 帰宅困難者約５１７万人

○ 避難者：１日後約３３９万人（屋外の滞留者約１６３万人）

○ 建物全壊約３０万４千棟（うち火災消失１８万８千棟）

○ ライフライン施設被害による供給支障率

電力 １７．６％が停電

ガス ２６．８％が供給停止

上水道 ４５．２％が断水

通信 ７．６％が固定電話不通
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震度分布（東京湾北部地震（Ｍ７．３））

(2) 首都直下地震による防衛研究所庁舎への影響等

地震発生後は、身の安全を確保しつつ、安全な場所に一時的に避

難するものとする。

防衛研究所庁舎への影響等については、庁舎が全倒壊しないこと

を前提とし、次のとおり影響等を見積もる。

ライフライン等 想定される影響・被害

庁 舎 建物の一部倒壊。執務室等の窓ガラスが破損。

また、昇降機内や破損建物内に閉じ込められる

可能性あり。

電 気 停電した場合、約１～２日で復旧見込み。空調

は使用できない可能性あり。

ガ ス 事業所の設備被害の復旧には、１~２カ月程度

を要する見込み。

上水道(飲料水、ト 上水の供給が途絶した場合、３日以内に復旧す

イレ洗浄水等) る見込み。

下水道(トイレ、給 下水道本管が破損した場合は、３日間使用でき

湯室等) ない可能性あり。
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防衛研究所電算機 転倒等によりパソコン、プリンタ及びサーバが

システム 破損する可能性あり。サーバ（本体）が壊れた

場合は、長期使用不可となる可能性あり。

インターネット インターネット閲覧については、通信回線断線

等外部要因に影響され、発災後６日間程度使用

不能になる可能性あり。

電 話 電話については、かかりにくい状況になる見込

み。

什器(オフィス家 転倒防止策を講じていない場合の平均転倒率は

具) 約６５％を想定

※ 内閣府、国土交通省及び東京消防庁等の資料を参考に想定

(3) 防衛研究所来訪者の帰宅困難者数

平日において地震発生した場合、数名程度の防衛研究所来訪者が

帰宅困難者となると予想される。

(4) 平素からの執務環境の確保

ア 庁舎・ライフラインの復旧資材等の確保

迅速に各庁舎・ライフラインの復旧作業が行えるよう、電気・

給排水等の資材及び救出用機材セットを計画的に確保する。

イ 非常用災害物品の確保

非常用災害物品については、計画的に確保する。

非常用災害物品及び備付け場所については、企画部総務課長が

別に定める。

ウ 什器転倒防止対策

地震により什器（書庫、事務機器等(情報通信関連機器を除

く。)）が転倒、移動又は落下した場合、それ自体が負傷の原因

となるとともに、内容物の散乱やパソコンその他事務機器の破損

等により、業務の継続に支障を来すことが考えられる。それらを

未然に防止する必要から、各部等において、以下の措置が行われ

るよう指導及び監督する。

(ｱ) 不安定な什器等で転倒及び移動のおそれがあるものは、転倒

及び移動防止のための固定具等により壁面・床面等に固定する。

(ｲ) 上記固定が困難な場合は、配置替えを行い措置を講ずる。
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(ｳ) 什器等の上に、重量物など落下被害のおそれのあるもの等を

置かないよう指導し、常時点検する。

なお、具体的な対策の実施に当たっては、東京消防庁の｢オ

フィス家具類・一般家電製品の転倒・落下防止対策に関する指

針」を参考とする。

エ 情報通信対策

(ｱ) 保守業者との緊急連絡体制の確保

地震発生後、情報通信機器等の早期復旧ができるよう、保守業

者との緊急連絡体制について確保する。

(ｲ) サーバ（本体）の移動及び転倒防止等

サーバ（本体）の移動、転倒防止及びパソコンプリンタの落

下防止等各種情報通信機器の転倒防止及び落下防止について適

切な処置を講じる。

(ｳ) ネットワーク配線及び機器等の確保

ＨＵＢ及びＬＡＮケーブルの破損に備え、予備のＨＵＢ及び

ＬＡＮケーブルを確保する。

(ｴ) 個人用端末に保存されている重要データのバックアップ

ａ サーバ破損に備え定期的にデータバックアップを実施する。

ｂ 個人端末において、自ら必要なデータを可搬記憶媒体に

バックアップするよう教育を実施する。

オ 広報

防衛研究所のホームページを活用し、適切な情報発信に努める。

カ 他機関との連携

地震発生時の業務継続に関し、平素からの同一地域に所在する

他機関との連携体制の確保に努める。

(5) 地震発生後の執務環境の確保

ア 庁舎

(ｱ) 被災状況点検及び補修

人命の安全確保上問題となる被害が想定されるため、企画部

総務課職員が中心となり、安全を確保しつつ庁舎の一斉点検を

実施し、被害状況を早期に把握するとともに、必要に応じ専門

的部署に点検等を依頼する。

電気、ガス等による出火防止の処置、重要書類の保全及び搬

出等の措置については、「防火及び消防に関する達」(防衛研究

所達第６号)を準用する。

執務室等の窓ガラスが破損した場合は、ガラスの飛散や風雨

等により執務環境が著しく阻害されるため、シートや合板等で
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応急復旧を行う。また、庁舎に雨漏りが生じた場合は、シート

で覆う等の処理を行う。

(ｲ) 昇降機、執務室等に閉じ込められた職員等の救出策

職員等が昇降機内に閉じ込められた場合には、昇降機の維持

管理受託者が専門技術者を努めて早期に派遣し、必要な処置を

講じる。

また、職員等が執務室等に閉じ込められた場合は、他の職員

が救出用機材等を使用し救出を行う。

(ｳ) 執務室の被災状況確認

職員は「地震発生時チェックシート」（別紙第１）に基づき、

各執務室の被害状況の確認と使用の可否を判断し、各執務室へ

の立ち入りの可否が分かるような表示を行う。

イ ライフライン

(ｱ) 電力

防衛研究所の業務継続のために必要な各種機器のほとんどが

電力に依存しているため、被災の影響により電力の供給が停止

した場合は、業務継続が困難となる。日頃から必要最小限の非

常用災害物品の準備及びノートパソコンの充電等を実施する。

なお、商用電力の途絶対策として業務継続に必要な電力を確

保するため、非常用電源設備の整備に努めることとする。

(ｲ) ガス

地震発生後は、ガスの供給は停止するが、ガス供給会社が施

設点検を行い、所掌部署と早期に連絡を取り異常がなければ供

給を依頼する。

(ｳ) 上水道

地震発生後は、庁舎への上水の供給を一時停止するが、所掌

部署と早期に連絡を取り異常がなければ供給を依頼する。

上水道本管からの供給が途絶した場合、受水槽等に貯留され

ている上水を使用する。

(ｴ) 下水道

庁舎内の排水管等に損傷が生じた場合、一部トイレが使用不

可能となるが、復旧までの間は異常のない他庁舎のトイレ又は

簡易トイレを使用する。

ウ 通信機器等

(ｱ) 情報通信機器等

地震発生後は、各部等の情報システム情報保証責任者（補助

者）は速やかに情報通信機器（端末、ＨＵＢ及びＬＡＮケーブ
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ル等）の被害状況を確認し、企画部総務課情報システム情報保

証責任者（補助者）に報告するとともに、被害が発生した場合

は、企画部総務課情報システム情報保証責任者（補助者）が保

守業者に連絡し、早期復旧に努める。

(ｲ) 電話設備等

地震発生後は、各部等において電話設備の被害状況を確認し、

被害が発生した場合は、速やかに企画部総務課総務・管理係を

通じて所掌部署へ整備依頼し、早期復旧に努める。

エ 警備対策

職員は、東京都指定広域避難場所へ移動する来訪者及び近隣住

民等の混乱を防止するため、防衛研究所付近の危険箇所をロープ

等で立ち入り制限するとともに、適切に誘導する。

オ 火災対応

火災を発見した職員は、「防火及び消防に関する達」(防衛研究

所達第６号）に基づき、直ちに初期消火を実施するとともに、消

防機関へ通報し、周辺に火災発生を知らせる（自動火災警報装置

が周辺にある場合は、発信器ボタンを押し通報する。）。

カ 防衛研究所来訪者の帰宅困難者対応

周辺状況が明らかでなく、危険が伴う可能性がある状況で帰宅

困難者を退去させることは適切でないため、職員は、滞在を望ま

ない者を除き、帰宅困難者を安全の確認ができた施設に一時収容

させる。負傷者については、同一地域にある他機関の医務室等治

療施設に依頼するとともに誘導する。

帰宅困難者の帰宅時期については、周辺状況を踏まえ所長（所

長不在の場合は副所長）が判断する。

キ 負傷者対応

地震による負傷者の救護は、付近に居合わせた者が速やかに対

応し、同一地域にある他機関の医務室等治療施設に搬送を行う。

３ 防衛研究所の非常時優先業務

(1) 非常時優先業務の抽出

首都直下地震が発生した場合、防衛研究所の業務のうち特に継続

実施が不可欠とされる業務を「防衛研究所優先業務」として、限ら

れた人的・物的資源をこれらの業務に集中的に投入する必要がある。

このため、防衛研究所が行うべき個々の業務について、地震発生

により業務を停止した場合の影響を分析し、地震発生後２週間以内

にその業務が適切に行えないことによる影響が懸念されるものを、
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非常時優先業務として抽出する。

(2) 応急対策業務

地震発生による新規緊急業務も応急対策業務として非常時の優先

業務とし、防衛研究所庁舎等の被災に係る応急対策業務(庁舎の被

災状況確認及び応急処置、情報通信機器点検及び通信確保並びに帰

宅困難者対処等)を非常時優先業務とする。

(3) 一般継続重要業務

首都直下地震に係る応急対策業務を行っている最中であっても、

図書及び戦史史料の保全業務を継続する。また、教育継続について

は、関係部署との調整により決定する。

(4) 細部計画の作成

地震発生後の相当の混乱が予想される中で的確に非常時優先業務

を遂行できるようにするためには、各部等において、あらかじめ組

織及び個人別に非常時に何を行うべきか時系列で整理しておき、こ

れを関係者が共有することが効果的である。

防衛研究所の代表的な非常時優先業務

対応目標時間 業務のカテゴリー 非常時優先業務

地震発生後直ちに 応急対策業務 ○非常事態対策本部の設置

～３時間以内 ○職員等安否確認及び救援活

動

○庁舎被災状況点検業務

○庁舎ライフライン点検業務

○情報通信機器点検業務

○庁舎応急補修業務

○報道対応業務

一般継続重要業務 ○情報収集業務

○図書及び戦史史料の保全業

務

○教育継続に係る関係部署と

の調整

１２時間以内 応急対策業務 ○帰宅困難者対処
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３日以内 応急対策業務 ○必要物資の緊急調達業務

○首都直下地震発生により生

起及び増大する業務(負傷者

等の後送及び人事的処置)

２週間以内 応急対策業務 ○物品管理業務

４ 業務継続のための執行体制

(1) 非常事態対策本部の設置

迅速かつ的確な意思決定を行うため、原則として部長会議構成員

のうち参集可能な者からなる｢非常事態対策本部｣を設置する。

(2) 参集要員等の指定

各部等の長は、本計画で抽出した防衛研究所非常時優先業務を遂

行するために必要な職員（以下「参集要員」という。）及び安否等

確認担当者をあらかじめ指定しておく。当該職員の異動があった際

には、速やかに新しい参集要員及び安否確認担当者の指定を行う。

指定に当たっては特定の職員に負担が偏らないように、定期的に見

直しを行う。

各部等の長は、参集要員及び安否確認担当者を企画部総務課長

（総務・管理係気付）へ通報するものとする。

なお、震災後３日程度は交通機関が機能停止すると想定されると

ともに、防衛研究所から２０km以遠の居住者の参集は困難であると

想定されることから、参集要員は防衛研究所から２０km以内に居住

する職員から、負傷等の理由により参集要員の４割が実際には参集

できない可能性があることを前提にして必要な要員を指定する。た

だし、防衛研究所から２０km以遠に居住する職員であっても非常時

優先業務実施のために特に必要な職員は参集要員に指定する。

また、参集要員が不足する部等がある場合には、当該部等以外の

職員から参集要員をあらかじめ指定する。

（参考：徒歩による職員参集の考え方(省の基準による。)）

・地震発生後１時間後：３ｋｍ圏内の職員のうち約６割が参集可能

・地震発生後３時間後：９ｋｍ圏内の職員のうち約６割が参集可能

・地震発生後１２時間後～３日後：２０ｋｍ圏内の職員のうち約６割が参集可能

・地震発生後３日以降：公共交通手段が徐々に回復し２０ｋｍ圏外の職員も徐々

に参集可能

(3) 勤務時間外に地震が発生した場合の行動
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ア 参集要員の行動

参集要員は、「東京２３区内震度６強」以上の情報を把握次第、

家族を含めた安否状況を、各部等安否確認担当者に報告するとと

もに、指示を待つことなく徒歩又は自転車等により防衛研究所に

参集する。参集時には負傷しないための措置をしつつ、可能な限

り照明用具、本人用の飲食物及び着替えを携行し参集する。参集

後は直ちに非常時優先業務に従事する。なお、本人又は家族が負

傷した場合等参集できない場合には、各部等安否確認担当者に報

告するとともに、上司の指示を仰ぐ。

イ 非参集要員の行動

非参集要員は、「東京２３区内震度６強」以上の情報を把握次

第、家族を含めた安否状況を各部等安否確認担当者に報告した上

で、連絡が取れる態勢をとって、自宅等で待機し、上司からの指

示を待つ。待機の間、自宅等周辺での救出・救助活動及び避難者

支援に携わる等、地域貢献、地元自治体への協力に積極的に取り

組む。交通機関が復旧を開始する地震発生後３日目を目途に、速

やかに参集を開始し、登庁後は上司の指示を受けつつ、執務室の

復旧及び非常時優先業務従事者の補佐等に直ちに従事する。

(4) 勤務時間内に地震が発生した場合の行動

ア 参集要員の行動

参集要員は、家族の安否を確認しつつ、非常時優先業務を遂行

する。

ただし、建物の倒壊又は倒壊のおそれがあるなど利用に支障を

来す場合は、周辺に建物がなく、職員の安全が確保できる場所又

は安全を確保できる建物へ避難するよう上司が指示する。

イ 非参集要員の行動

非参集要員は、しばらくの間庁舎内で待機し、安否が確認され

ていない参集要員の家族の確認や庁舎内の復旧業務、連絡調整業

務、非常時優先業務支援及び庁舎内被災者支援に従事する。

ただし、建物の倒壊又は倒壊のおそれがあるなど利用に支障を

来す場合は、周辺に建物がなく、職員の安全が確保できる場所又

は安全を確保できる建物へ避難するよう上司が指示する。

(5) 安否確認及び参集状況の把握

ア 安否確認

各部等の長は、地震発生時に職員及びその家族の安否確認を迅

速に行う態勢を確保し、管下の職員に周知徹底する。

なお、安否確認の方法については企画部総務課長が別に定める。
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イ 参集状況の把握

(ｱ) 勤務時間外に地震が発生した場合

職員は職員自身及びその家族の安否情報を各部等所定のメー

ルアドレス及び各部等安否確認担当者携帯電話のメールアドレ

ス（複数名を各部等で指定しておく。）に速やかに携帯メール

等により報告を行い、状況により、災害用伝言ダイヤル

(１７１)、災害用伝言板サービス等の連絡方法により連絡を行

う。

各部等安否確認担当者は、直ちに参集し、「職員安否確認及

び参集状況票」(別紙第２－１)を用いて各部等の安否確認情報

の集計を行う。各部等の長は、安否確認情報の集計を企画部総

務課長へ通報するものとする。企画部総務課(人事）は、｢職員

安否確認及び参集状況集計表」（別紙第２－２）を用いて各部

等の安否情報をとりまとめ、事務官等については大臣官房秘書

課に、自衛官については人事教育局人事計画・補任課に安否情

報を報告する。

(ｲ) 勤務時間内に地震が発生した場合

家族の安否確認を早期に行えるよう、普段から家族内での携

帯メールや災害用伝言ダイヤル(１７１)、災害用伝言板サービ

ス等の連絡方法を確認しておくよう周知徹底する。

(6) 権限委任

地震発生後には、所長及び副所長が事故等により不在になる場合

が考えられるが、不在の場合でも非常時優先業務が迅速かつ適切に

遂行できるよう執務代行者を次のとおり定める。

不 在 者 執務代行者 備 考

所長及び副所長 研究幹事

所長、副所長及び研究幹事 企画部長 建制順の部長等

また、各部等において執務代行者をあらかじめ定めておくものと

する。

ただし、所長、副所長及び各部等の長が防衛研究所へ参集できな

い状況にあっても、連絡が取ることができ、指示を仰ぐことができ

る場合は除く。
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５ 教育・訓練及び業務継続計画の見直し

(1) 教育・訓練計画

首都直下地震を想定した定期的な教育・訓練を計画し、業務継続

計画の全職員への周知徹底と地震発生時に職員のとるべき行動を十

分把握させることにより、防衛研究所業務継続計画の実効性の向上

を図る。

（訓練の例）

職員安否確認訓練

職員参集訓練

庁舎点検

消防訓練

(2) 業務継続計画の見直し

定期的な訓練等を通じ、課題を洗い出すとともに業務継続力向上

のために必要な対策を検討し、必要に応じて本計画の更新を行う。

なお、予算措置等が伴う対策については、計画的に実施していく。

(3) その他

その他細部については、企画部総務課長が別に定める。


